
事業終了後

事業の清算・事業報告の提出
（完了報告書、決算書、成果物・印刷物、報告書、
その他事業に係る要綱等資料）
締切：令和3年2月末日（原則、事業終了後1ヶ月以内）

事業終了後
事業の清算・事業報告の受理
報告書の作成

HPおよび都道府県協会へ周知案内
令和2年3月10日（火）

受託申請：受託申請書、事業計画書、予算書、規程・規約の提出
申請締切り　※令和2年3月19日（木） ～ 令和2年4月20日（月）（必着）

令和2年度障害者スポーツ振興事業

「障害者スポーツ理解促進フェスティバル」
進行スケジュール

受託申請書類の確認および委託候補の選定・審査（委託先・委託金額等）
委託先団体へ内定の通知（委託契約書、請求書）

委託契約の締結

事業の実施

委託団体 （公財）日本障がい者スポーツ協会

７月　　国から入金後、委託先団体へ入金

委託契約書、請求書の提出


